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１. 研究の背景
　少子高齢・人口減少社会の進展によって

全国的に空家は増加し続けており、2008

年の時点で我が国の空家率は過去最高の

13.1% となった。空家は災害時の危険性の

拡大や衛生環境や治安の悪化等、地域社会

の安全性を低下させる事になるため、地方

自治体による住宅の耐震補強や、空家ﾊﾞﾝｸ

の開設等、日本各地で空家対策が行われ始

めた。しかし空家は個人の所有物であるた

め、自治体や地域住民が介入する事は法的

に困難な事から、これらの対応が決定的な

対策とはなっておらず、空家問題の解決と

地域社会の安全に繋がる具体的な手法が求

められている。

　そこで本研究では、地方都市の長

崎市で平成 18 年度から行われている

老朽危険空家対策事業（以下「公費

による解体」）を主な対象として調査

研究を行い、今後の地方都市の空家

問題に対する知見を得る事を目的と

する。後述するように、長崎市は公

費を用いて老朽化した危険な空家の

解体を行う等、空家問題について積

極的に取り組んでいる自治体である。

図２　長崎市の斜面密集市街地 図４　老朽危険空家の一例

図１　長崎市中心部とその地形
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地方都市・斜面密集市街地の再生に向けた
　　　　　　　　　　老朽危険空家の解体に関する研究（概要）

２.現在の長崎市
　長崎市は市域を拡大しながら人口増加を

続けてきたが、2008 年時点で約 45 万人の

人口も 2015 年には約 42 万人と推計されて

おり、今後は人口の減少が予測される。そ

の一方で他の地方都市と同様に高齢化が進

み、現在では高齢化率が 24% となっている。

　また長崎市の特徴でもある斜面市街地に

ついては、戦後から高度成長期にかけての

急激な人口増加に対して、長崎市では平地

が乏しく、斜面地への市街地拡大が余儀な

くされた。そのため住宅地は傾斜の急な斜

面地へとｽﾌﾟﾛｰﾙ的に広がった。これに対し

て都市基盤の整備は十分ではなく、現在の

図３　斜面地の急傾斜の階段道



1. 木造密集市街地で特に整備が必要な既成市街地
　における老朽危険空家であること
2. 土地・建物を長崎市に寄贈すること
3. 解体後の土地の維持管理を自治会が行うこと
4. 土地・建物の所有者が市税を完納していること

表２　老朽危険空家対策事業の主な条件表１　行政指導と老朽危険空家対策事業との関係

ような斜面密集市街地が形成された（図２）。

長崎市の既成市街地の約７割は斜面地で構

成されており（図１）、車両が侵入できない

道路や階段道、急な坂道が多く（図３）、買

物やごみ収集等の日常生活は非常に不便な

ものとなっている。その結果、若年層を中

心に斜面密集市街地から人口流出が起きて

おり、空家の増加は顕著となっている。

　既往研究（参考文献１）で示されている

全国の斜面市街地と比較すると、長崎市の「市

街地に対する斜面市街地の比率」と「平均

傾斜度」は全国的にも非常に高い数値となっ

ている。また長崎市は１住宅当りの敷地面

積が 173 ㎡で、全国平均の 272 ㎡の６割程

度と狭い上に、住宅の接道状況も接道して

いる道路の幅員は「4m 以上」の割合が少な

く、「2m 未満若しくは接していない」の割

合が非常に多い（図５）。つまり長崎市は全

国的にも有数の斜面都市でありながら、敷

地面積が狭い上に接道状況も悪く、住宅の

更新が進みにくい状況にあると思われる。

これに対して斜行ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・斜面移送機器の

設置等の取組みは見られるが、一部の地域

に限られており、斜面密集地全体の対策と

なっているとは言い難いのが現状である。

３. 長崎市の老朽危険空家への対応
3.1 背景
　長崎市では平成５年頃から空家問

題が深刻化しつつあり、地域住民か

ら危険を訴える声が増加し始めた。

市は空家の所有者に対し修繕や解体

をするように行政指導を行ってきた

が、建物所有者の経済的問題、死亡・行方

不明による相続対象者の不明等により適正

な維持管理がされず、また口頭による指示・

勧告だけでは改善が進まない事から、老朽

化した危険な空家も生じるようになった（図

４）。こうした老朽危険空家は、倒壊や火災

発生による延焼被害の拡大等、周辺の住民

に及ぼす危険性が高くなる。そこで危険家

屋の実態把握調査を行った結果、根本的な

対策を検討する必要性が生じた事から、長

崎市では平成 15 年に危険空家除去推進ﾌﾟﾛｼ

ﾞｪｸﾄを発足させた。そして従来の「行政指導」

に加えて、平成 18 年度から「公費による解

体」を新たな２つ目の柱として老朽危険空

家への対応が行われる事となった（表１）。

3.2 行政指導による改善
　長崎市では従来から建築基準法第 8 条に

基づいて、危険家屋の所有者・管理者に対

し家屋を適正に維持管理するよう「行政指

導」が行われてきた。行政指導の対象とな

る地域は長崎市全域であり、直接所有者へ

の訪問や電話による口頭での指導に加え、

危険家屋が地域に及ぼす影響等が書かれた

書類等を添付した文書による指導となって

いる（表１）。行政指導による改善状況を見

ると（図７）、特に平成 16 年以降は増加傾

行政指導による改善 公費による解体
担当部署 建築指導課 まちづくり推進室
対象地域 長崎市全域 既成市街地
解体費用 全額を自己負担 全額を公費で負担

解体後の所有者 個人 長崎市
跡地の維持管理 個人 各自治会
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図５　長崎市における住宅の接道状況と敷地面積



所有者に解体の意思があり、
土地・建物を市に寄贈できる

自治会が解体後の土地を
維持管理できる

解体を正式に決定し、
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図６　公費による空家解体までの流れ 図７　老朽危険家屋の除去及び改善状況
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向にある。これは平成 18 年度から公費によ

る解体が始められる等、老朽危険家屋に対

して市としても力を入れて対策に取り組み

始めた事が反映されているようだ。

3.3 公費による解体
　従来の「行政指導」に加えて、２つ目の

対策となっているのが「公費による解体」

である。表２のように一定の条件を満たす

ものを対象として、図６の手順を経て公費

投入による老朽危険空家の解体が実施され

る事になっており、平成 18 年度〜平成 22

年度の５年間で予算が組まれている。対象

地域は市全域ではなく、市が定めた「特に

整備の必要な既成市街地（1070ha）」と範囲

が限定されており、空家が地域に及ぼす危

険性の高さや、解体後の活用の見込み等を

考慮して解体する事例が決定されている。

市の担当者へのﾋｱﾘﾝｸﾞでは、特に空家が長

屋で土地・建物の権利者が複数となる場合、

所有者の寄贈意思を確認するのに手間がか

かるとの事であり、所有者が死去している

場合には相続人に承諾を得たり、最終的に

所有者が行方不明で解体に至らない事もあ

るようだ。解体件数は毎年６件から８件程

度で、公費による解体が決定すると、市や

自治会、地域住民の間で解体後の活用方法

や具体的な設計内容について検討した上で

空家の解体工事が行われている。

3.4 行政指導による改善と公費による解体
との関係
　行政指導が対象を「市全域」としている

のに対して公費による解体は「特に整備の

必要な既成市街地」としており、範囲に違

いがある（表１）。また担当部署はそれぞれ

異なるが、建築指導課とまちづくり推進室

とが互いに連携することで事業が円滑に進

められている。老朽危険空家の改善実績に

ついて平成 18 年度から 20 年度までの事例

数を比較すると、行政指導による改善が全

体の約 8 割と大半を占めており、公費によ

る解体の事例数は少ない（図７）。これはあ

くまで自己負担による老朽危険家屋の改善

を基本として事業に取り組んでいるためで

あり、市としても行政指導を基本として空

家対策を粘り強く進めているとの事である。

４. 公費による解体の事例
　ここで平成 18 年度から平成 22 年度の５

年間で行われた公費による解体事例の概要

を見てみる。５年間で 31 件の解体が行われ

ているが、場所については図８のように中

心市街地に比較的近い所で行われている。

　図９に解体跡地の面積・舗装・用途の状

況を示す。解体事例の土地の面積は、100



図８　対象区域と解体場所
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図９　解体跡地の状況（面積・舗装・用途）

駐輪場
ゴミステーション

10％20％70％
広場

78％
コンクリート舗装

32％
50㎡以下

土系舗装
クレイ舗装
16％ 6％

50～100㎡ 100～150㎡ 150㎡以上
23％ 26％ 19％

用途

舗装

土地
面積

31( 件 )

㎡未満が全体の 55% と比較的

小さいものが約半数を占める

が（図９）、150 ㎡を超えるも

のも約 20％あり、中には 600

㎡を超えるものも見られる。

こうした規模の大きいものの

殆どは建物が長屋形式のもの

で、権利者が複数いる場合が

多いようである。

　解体跡地の舗装としてはｺﾝｸ

ﾘｰﾄ舗装、ｸﾚｲ舗装、土系舗装

があるが、ｸﾚｲ舗装や土系舗装

の事例は少数で、大半はｺﾝｸﾘ

ｰﾄ舗装が採用されている ( 図

12・13)。自治会による維持管

理が解体条件の一つであるた

め、高齢者の多い自治会では

維持管理の容易なｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

が採用されやすいようだ。

図 10　解体跡地例（土系舗装・広場）

図 11　解体跡地例（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・公衆トイレ）

図 12　解体跡地例（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・駐輪場）

図 13　解体跡地例（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ）



　解体後の用途については大半が周辺住民

のための広場となっているが、休憩場所や

公園としての役割だけではなく、更地にす

る事で採光や防災面など、地域の環境が良

好になるというﾒﾘｯﾄもある。その他ｺﾞﾐｽﾃｰ

ｼｮﾝ等の用途もあるが（図 13）、道路幅員が

狭く、ｺﾞﾐ収集場所を十分に確保出来ない斜

面密集地ならではの活用例だと思われる。

　最後に工事の特徴として、斜面密集地で

あるため解体場所への車両の横付けが難し

いという点が挙げられる（図 14）。幅員が

狭く階段の多い道を人力で解体場所から車

両まで廃材を運ばなくてはならないため、

解体に要する費用も斜面地の方が平地より

1 〜 2 割程度高くなるとの事であった。

５. 具体的な解体事例（J町）
5.1 J 町の概要
　長崎市の斜面密集市街地の一地区である

J 町は、人口減少・少子高齢化が長崎市全

体と同様に進んでいる。地区内は階段状の

坂道も多く、建物が密集しており、幅員の

小さな路地が網目状に走っている（図 15）。

そのため車両進入範囲は限られており、殆

どの住宅では車を横付けする事がで

きない。ｺﾞﾐ収集に関しては、可燃物

は地区内に多数配置されたｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ

で収集されるが、それ以外の場合は

住民が直接集積所に運ばなくてはな

らない。こうした状況から火災発生時には

延焼拡大が懸念されるため、その対策とし

て防火訓練や掲示板による呼掛け、消火ﾊﾞｹ

ﾂの準備を行う等、地域住民の火災に対する

防火意識は高いようである。ここでは J 町

において平成 18 年度と平成 21 年度に行わ

れた公費による解体の事例を取上げる。

5.2 平成 18年度の解体事例
　土地面積が 180 ㎡程度と比較的大きく、

木造平屋の長屋が建っていた事例である（図

16・17：左側）。建物所有者が転居した事か

ら空家に至ったようであり、近隣の住民か

ら空家の倒壊を懸念する声が挙がっていた。

また、隣接する道路も幅員が 0.7m 程度しか

なく、自治会を通して公費による解体が市

へ要請された。権利者は土地、建物にそれ

ぞれ一人ずつおり、市は各権利者に寄贈意

思の確認を行おうとしたが、建物所有者に

は判断能力がなかったため、市外に住んで

いた相続人の親族に承諾を得なくてはなら

なかった。また、土地所有者は県外に住ん

でいたため、市の職員が直々に土地所有者

の元へと出向き承諾を得る等、土地・建物

の寄贈手続きに多くの手間を要している（表

図15　J町の幅員と車両侵入範囲

道路の幅員が狭いため、
折畳み式の可燃ゴミ用
収集BOXが多数配置

平成 18年度
公費による解体場所

平成 21年度
公費による解体場所

ゴミ収集場
可燃以外のゴミは
この２カ所で収集

図14　車両の横付けができず
　　　　川に橋を架けて解体を行う事例



図 16　J町における解体事例の解体前後の状況（左：平成 18年度、右：平成 21年度）

トイレ跡地は権利
関係をそのままに
している。

権利対象 建物 土地
権利者 １人 １人
居住地域 市内 県外
意思確認 判断不可 OK
相続人 親族

-居住地域 市内
意思確認 OK

権利対象 建物・土地（住宅部分）土地（トイレ跡地）
権利者 ３人 ２人
居住地域 死亡 市内 市内 市内 行方不明
意思確認 - OK OK OK 確認不可
相続人 親族

-居住地域 県外
意思確認 OK

表３　J町における解体事例の建物・土地の権利関係（左：平成 18年度、右：平成 21年度）

図 17　J町における解体事例の現状（左：平成 18年度、右：平成 21年度）



３：左側）。その後、用途や舗装、維持管理

について自治会と市の間で話合いが重ねら

れた結果、解体後の用途は休憩場所、舗装

は地域環境を考慮したｸﾚｲ舗装となった。空

家の解体と併せて、0.7m の幅員しかなかっ

た道路についてはｾｯﾄﾊﾞｯｸさせて 2.5m 程度

の幅員が確保されている。

5.3 平成 21年度の解体事例
　土地面積が 120 ㎡程度と中規模で、木造

平屋の長屋が建っていた事例である（図

16・17：右側）。土地・建物所有者の転居や

死亡から空家に至っており、老朽化が進行

して建物が一部崩壊する等、危険な状態に

あったため、自治会を通して公費による解

体が市へ要請された。権利者は建物に 3 人、

土地に 5 人（内 3 人は建物権利者）おり、

市は権利者に土地・建物の寄贈意思の確認

を行った。建物に関しては、権利者の 3 人

の内２人からは承諾が得られたが、残り１

人は死亡していたため、県外に住んでいた

相続人の親族から承諾を得ている。土地に

関しては権利者の 5 人の内 3 人は建物と同

じ権利者だったため同様に承諾が得られた。

残り 2 人に関しては、土地内のﾄｲﾚ跡地のみ

権利を共有で所有していたが、１人が行方

不明で承諾を得ることが出来なかったため、

ﾄｲﾚ跡地の権利関係はそのままで解体が行わ

れる等（表３：右側）、複雑な権利関係への

対応に非常に苦労した事例である。用途は

休憩場所であり、自治会の判断により舗装

はｸﾚｲ舗装が選択されている。

６. 2010 年度の研究の総括
　本研究では今後の空家問題に対する知見

を得る事を目的として、長崎市の老朽危険

空家対策事業を対象に、斜面密集市街地の空

家問題への対応について調査研究を行った。

　多くの斜面密集市街地を抱える長崎市で

は地域の安全性を向上させるため、行政指

導による改善と老朽危険空家対策事業（公

費による解体）を二つの柱として老朽危険

空家への対応が行われていた。市は行政指

導による改善を基本としているが、経済的

に解体が困難な事例も見られるため、条件

を満足する空家に限り、最終手段として公

費による解体が行われていた。

　また公費による解体では、土地・建物の

寄贈が条件になっているため、権利者全員

の承諾が揃わなければ市としても対応する

事が出来ない。従って権利者が死去した場

合や複数存在する場合には、相続人や権利

者全員の承諾を得る必要があり、権利者の

承諾が一部得られないために解体事業の着

手が困難となっている事例も見られた。

　そして老朽危険空家対策事業は、2006 年

〜 2010 年度までの 5 年間の予定であったが、

市民からの評価も高いことから、2011 年度

以降も事業の継続が決定していた。地域の

安全性向上という点で評価がある一方で、

土地・建物の寄附により市が空家解体を行

うという手法については、複雑な権利関係

への対応が必要となること、財産がありな

がら公費での解体を希望する依頼者のﾓﾗﾙの

低下が課題として挙げられた。

７. 2011 年度の研究の目的と調査方法
　前報では長崎市が 2006 年度より行ってき

た「老朽危険空き家対策事業」を対象とし

て事業の概要と、その問題点について考察

した。これに対して 2011 年度は引続き長崎

市の同事業を研究対象としつつも、特に同

事業による空家の解体跡地の有効な活用方

法を探ることを目的とする。調査は①長崎

市の事業担当者へのﾋｱﾘﾝｸﾞ ､ ②全国的に行

われている空き家対策事業を各自治体のﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞで調査、③福井県越前町の事例の現地



調査、④長崎市の自主防災組織、婦人防火ｸ

ﾗﾌﾞを含む３つの自治会へのﾋｱﾘﾝｸﾞ、⑤長崎

市の限界集落事情の分析を行った。

８. 空家解体に対する各自治体の取組み
　老朽化した空家の解体に対する各自治体

の取組みについては、特に解体費用の負担額

に着目すると、解体費用の一部が補助される

「補助金型事業」と、土地・建物を寄贈・貸

与する代わりに解体費用の全額が補助され

る「土地寄贈型事業」の２つに大きく分類す

る事ができる。長崎市では 2006 年度から土

地寄贈型事業の「老朽危険空き家対策事業」、

2011 年度から補助金型事業の「老朽危険空

き家除却費補助金」という 2 つの事業が行わ

れているが、土地寄贈型と補助金型を両方行

なっている自治体は珍しく、空家解体に力を

入れている自治体だと考えられる注１)。

8.1 補助金型事業
　老朽化した空家

を所有者が解体す

る際に自治体が解

体費用の一部を補

助する、という事

業である。調査結

果を表４に示す。

2010 年度以降に開

始された事例が大

半で、全国的にも

広範囲で展開され

つつある。自治体

間で若干の差が見

られるものの、補

助の割合は解体費

用 の 30 〜 60 ％ 程

度、補助金額の上

限は約 20 〜 100 万

となっている。

8.2 土地寄贈型事業
　老朽化した空家の土地・建物の権利を自

治体に寄贈する代わりに空家の解体費を全

額自治体が負担する、という事業である。

補助金型事業とは異なり実施している自治

体の数は少なく、調査した結果、福井県越

前町と長崎市の 2 事例のみであった（表５）。

　福井県越前町は福井市の南隣に位置する

人口 2.3 万人の小さな町で（図 18）、３町

１村の合併により 2005 年に誕生した。この

４地区の中でも、木造住宅が密集した典型

的な漁村集落である海沿いの越前地区にお

いて、防災・防犯上危険な空家を取り壊し、

防災空地としてﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸを整備する事業が

2007 年度から行われている（図 19）。

　長崎市については前述したように、土地・

建物の寄贈、解体後の土地の維持管理を自

治会が行うことを条件に無償解体して広場

表４　補助金型事業一覧
自治体名 事業名 期間 負担額・概要
東京都
足立区

老朽家屋等解体工事
助成 2011.11～ 解体費用の50％以下、木造は50万円未満、非木造は100万円未満

愛知県
豊橋市

豊橋市木造住宅解体
工事費補助金 2010.4 ～ 解体費用の 2/3、又は 20万円の小さい額

広島県
呉市

呉市危険物除却促進
事業 2011.4 ～ 解体費用の 30％かつ 30万円以下

徳島県
海陽町

海陽町老朽住宅解体
費支援事業 2011.4 ～ 解体費用の 2/3、上限は 60万円

福岡県
北九州市

老朽家屋等除却促進
事業 2011.9 ～ 解体費用の50％以下で100万円まで。ただし北九州市で定める基準額以下。

福岡県
大牟田市

大牟田市老朽危険
家屋等除却促進事業 2011.4 ～ 解体費用の 1/2、上限は 45万円。

長崎県
長崎市

長崎市老朽危険空家
除却費補助金 2011.4 ～ 最大 50万円。

鹿児島県
曽於市

危険廃屋解体撤去
補助金 2009.4 ～ 解体費用の 30％、上限は 30万円。

図 18　福井県越前町の概況 図 19　越前町における解体跡地の例

越前町

福井県

滋賀県京都府

石川県

岐阜県



や休憩場所としている。但し土地・建物の

権利の寄贈という条件から権利関係の問題

や跡地の使い方といった課題が見られた。

8.3 越前町と長崎市の両土地寄贈型事業の比較
　ここでは２つの土地寄贈型事業に着目す

る。両事業の内容を表６に、解体実績数を

図 20 にそれぞれ示す。両事業の解体実績数

は開始年度に違いはあるが年間約 2 〜 3 件

の越前町と比較すると長崎市の方が年間約 6

〜 8 件と多い。跡地の舗装については、長崎

市は維持管理の負担軽減のためｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

が多用されていたが、越前町では砂利敷や芝

など手のかかる舗装の事例の方が多く、現

在も地域住民により維持管理されている事

が現地調査から確認できた。

　他にも細かな違いは見られるが、両事業

間で最も大きく異なる点は、土地寄贈方法

と権利問題への対応の２点にあると思われ

る。１点目の土地寄贈方法は、越前町では

10 年間以上の無償貸与で、10 年が経過する

と土地所有者に返還するかﾎﾟ

ｹｯﾄﾊﾟｰｸとして貸与を継続する

かを検討する。これに対して

長崎市では寄附又は無償譲渡

であり、越前町とは寄贈

方法が異なっている。2

点目は権利問題への対応

である。越前町は区 ( 町

内会に相当 ) が権利者と

交渉し、了承を得た上で

事業の申請を行う仕組み

になっている。そのため

担当職員にさほど負担は

ないが、長崎市は担当職

員が一連の作業を行うた

め、越前町と比較すると

自治体側の負担が非常に

大きい。こうした負担の

大きさが、土地寄贈型事業を導入する自治

体の例が少ない事の一因とも考えられる。

　尚、越前町のような期間を限定した貸与

という方式（定期借地に類似？）は、長崎

市や越前町のような町では将来的に跡地の

利用可能性はさほど高くないと考えられる

が、東京や大阪等の大都市圏であれば跡地

の将来の利用可能性もより高いため、大都

市圏では検討する余地はあると思われる。

8.4 補助金型事業と土地寄贈型事業の比較
　補助金型事業と土地寄贈型事業のﾒﾘｯﾄ・ﾃﾞ

表６　越前町・長崎市の土地寄贈型事業の概要 
越前町 長崎市

事業名 越前町安心で潤いのある
まちづくり事業

長崎市老朽危険空き家
解体事業

土地寄贈形式 10年間以上無償貸与 寄附又は無償譲渡
対象地区 H19までは町内全域、

H20以降は越前地区限定
長崎市内の特に整備の必要
な既成市街地 1070ha

開始年度 平成 19年度～ 平成 18年度～
権利問題への対応 区（自治会）が対応 事業担当者（自治体）が対応
跡地の維持管理 区（自治会）が担当 自治会が担当
跡地の利用方法 子供たちの遊びの空間、

高齢者の憩いの場、
住民の集まる防災空地

憩いの広場、休憩場所、駐
輪場、ゴミステーション、
展望台など。

跡地の舗装 砂利敷、芝、粉砕瓦、
コンクリートなど、

コンクリート舗装、土系舗
装、クレイ舗装

跡地の設備 移動式の机・椅子、パラ
ソル、花壇、植栽、フェ
ンス、排水溝、看板など。

移動式ベンチ、フェンス、
プランター、植栽、散水栓、
簡易消防設備

備考 10年経過後、土地の使用
をどうするか２年毎に相
談（所有者に返還も可）。

自治体名 事業名 期間 人口・高齢化率
長崎県
長崎市 老朽危険空き家対策事業 2006.4 ～ 人口：約 44.0 万人

高齢化率：約 25％
福井県
越前町

越前町安心で潤いのある
まちづくり事業 2007.4 ～ 人口：約 2.3 万人

高齢化率：約 26％

表５　土地寄贈型事業一覧

図 20　越前町と長崎市の事業実績数
越前町 (2007 年度より ) 長崎市
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ﾒﾘｯﾄを表８に示す。補助金型事業と土地寄

贈型事業の大きな違いは、解体後の跡地が

地域に開放されるかどうかにあると考えら

れる。前者の跡地は私有地のままなので地

域住民が出入りできる可能性は低く、公的

資金が投入されているにも関わらず地域全

体での利用は困難である。一方、後者の跡

地は公共の土地になるため、一般市民の出

入りは勿論、地域住民の希望に沿った用途

として活用する事も可能となる。

　そこで本研究では、①公的資金を利用し

ている事から地域全体に貢献しうる活用方

法であること、②接道条件の悪い斜面密集

市街地で有効な活用方法であること、の 2

点を考慮して、長崎市の土地寄贈型事業の

跡地活用法として「防災」に着目した。そ

して斜面密集市街地における防災活動の状

況を把握するため、自主的な防災組織や婦

人防火ｸﾗﾌﾞ等へのﾋｱﾘﾝｸﾞを行った。

９. 斜面密集市街地における住民の防災活動
について
9.1 自主防災組織としての婦人防火クラブ
　婦人防火ｸﾗﾌﾞとは家庭を預かり火を使う

機会の多い主婦が火災の予防、初期消火、

通報、避難等の知識と技術の習得を目的と

して結成された組織である。斜面密集市街

地の多い長崎市では 1963 年に式見町に日

本初の婦人防火ｸﾗﾌﾞが誕生して以来、周辺

地域や高台の家屋密集地区を中心に結成が

進み、2010 年時点では市内全域に 322 ｸﾗﾌﾞ

43,870 人が参加している。

9.2 ヒアリング調査
　長崎市消防局に婦人防火

ｸﾗﾌﾞや自主防災組織の活動

が活発な地区を紹介しても

らい、十人町・元町・立神

地区（西立神町・東立神町）

の３地区でﾋｱﾘﾝｸﾞ調査を行った。3 地区と

も婦人防火ｸﾗﾌﾞや自主防災組織は自治会と

連携しており、防災も含めたまちづくりに

関するﾋｱﾘﾝｸﾞ調査となった。3 地区とも高

齢化率は約 35％で、長崎市全体と比較して

も高齢者の割合が高い地区である ( 表７)。

9.3 十人町でのヒアリング調査結果
　十人町は長崎駅から約 1.3km の所に位置

し、町の殆どが高度 40m 以下の斜面地の麓

にある（図 20）。ﾋｱﾘﾝｸﾞ対象の３地区は全て

高齢化の問題に直面していたが、その中で

も独自の取組みを行っていたのが十人町で

ある。若者の少ない十人町では、町内に立

地する知的障害者の通勤寮みのり会の若者

達を中心とした「みのり会地域ふれあいﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱの会」が重要な役割を担っていた（図

表 8　2種類の事業のメリット・デメリット 
補助金型事業 土地寄贈型事業

ﾒﾘｯﾄ ・土地権利問題の負担が少ない。
・解体後の土地が土地所有者の
　所有のままで解体できる。
・個人でも申請がしやすい。

・事業適用地を公共空地として
　地域住民に開放できる。
・解体だけでなく、舗装・整備
　等も自治体によっては可。

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ・工事費に自己負担が発生する。
・跡地は地域に開放されず、
　地域住民にとってのメリット
　はやや少ない。

・維持管理を自治会が行うため、
　自治会の負担が若干発生する。
・土地権利問題の解決が必要な
　場合担当者への負担が大きい。

表７　ヒアリング 3町丁のデータ

世帯数 人口 人口割合（％）
0-14 15-64 65- 55-

十人町 461 728 4.4 61.0 34.6 49
立神地区 460 972 8.3 55.3 36.4 56
元町 184 371 7.0 55.3 37.7 63
長崎市 202,266 443,898 12.6 62.6 24.8 41

②立神地区 ①十人町

③元町
150m

50m

200m

100m

長崎駅

図 20　ヒアリング対象地区の場所


